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１ 目的  
本町では、平成１７年度に直面した危機的な財政状況を改善すべく「小川町

行財政集中改革プラン（平成１７年度～平成２１年度）」を策定し、財政の健全化

を目指したことを皮切りに、平成２３年度に設置された「財政健全化検討チー

ム」による提言の取組、また、財政調整基金の残高が過去最低となった平成２

６年度決算を受けて設置した「財源確保緊急対策本部会議」における取組、平

成３０年度に策定した前回の「小川町財政運営指針」による取組などをとおし

て、これまで収支不足の改善を図ってまいりました。これらの取組により近年

では、財政健全化判断比率は低下し、財政調整基金の残高も増えるなど財政

状況は改善してきました。 

しかしながら、未来に視点を転じてみると、令和２年度の国勢調査では、前

回調査に比べ人口減少率が８.５％と県下ワースト２位、令和７年１月１日時点

の高齢化率は 42.6％で県下ワースト４位と人口減少・少子高齢化が著しく進

行している状況であることに加え、昭和後期から平成初期に建設した施設が

一斉に更新と大規模改修の時期を迎えることで、投資的経費の増大が見込ま

れ、本町を取り巻く環境は、これから先厳しい状況となっています。 

今後も財政の健全化に取り組みながら、第６次総合振興計画で掲げる将来

像「活力と安らぎ、住み続けたいまち おがわ」を実現するため、基本的な財政

運営の指針を策定することとしました。 

 

 

 

２ 方針の期間 
令和８（2026）年度から令和１７（2035）年度まで 【１０年間】 
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３ 現在の財政状況 

① 決算額の状況 

決算の収支を表す実質収支は、近年概ね４億円程度で推移しています。令和２年度はコ

ロナ感染症対応による国の交付金事業（約 36.5 億円）があったこと、令和６年度は道の

駅おがわまちの再整備（約 18.7 億円）を実施したため、特に大きい決算額となっていま

す。 

 

 
 

 

（単位：千円）

①歳入 ②歳出
③歳入歳出差

引
（①－②）

④実質収支
（③から繰越財

源を控除）

令和６年度 12,657,114 12,222,765 434,349 408,334

令和５年度 10,755,466 10,184,521 570,945 388,797

令和４年度 10,546,598 10,065,993 480,605 450,900

令和３年度 10,318,596 9,832,560 486,036 445,333

令和２年度 13,130,848 12,864,663 266,185 249,258

令和元年度 9,067,032 8,753,438 313,594 273,162

平成30年度 8,926,556 8,695,255 231,301 217,353

平成29年度 9,268,054 9,018,992 249,062 229,954
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② 町税の状況 

町税は、生産年齢人口の減少や土地価格の下落の影響により減少傾向となっています。 

 

③ 歳出性質別の推移 

歳出を性質別にみると、令和２年度以降に国の交付金を活用して実施したコロナ感染症

対応事業や物価高騰対応事業により、その他の経費や扶助費が増加しています。人件費は、

毎年度の給与の見直しにより、近年増加傾向にあります。投資的経費は、令和６年度に道

の駅おがわまちの再整備を行ったため、大きくなっています。 
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④ 主な基金残高の推移 

財政調整基金は、コロナ禍であった令和２年度以降増加傾向であり、令和４年度以降は

横ばいとなっています。公共施設等整備基金は、今後の施設整備に備えるため令和２年度

以降に順次積立を行っており、令和６年度末時点で５．４億円となっています。 

 

⑤ 町債残高の推移 

交付税の代替財源である臨時財政対策債は減少していますが、建設地方債は投資的経

費の増加に伴い令和５年度以降増加しています。 

 

億円 
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⑥ 経常収支比率の推移 

経常収支比率は、コロナ禍にあった令和２年度から令和３年度にかけて事業の中止や縮

小により減少しましたが、令和４年度以降は一転して上昇し、コロナ禍以前の数値まで戻り

つつある状況です。 

 

⑦ 実質公債費比率の推移 

実質公債費比率は、建設地方債発行の抑制により減少してきています。類似団体や県内

町村平均の数値よりも下回っている状況です。 
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⑧ 将来負担比率の推移 

将来負担比率は、令和５年度まで建設地方債発行の抑制により減少傾向にありましたが、

令和６年度の投資的経費が増加したことに伴い、地方債発行額が増加したため比率は上

昇しています。 
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４ 今後の財政収支の見通し 

Ⅰ 前提条件、将来見通し推計の考え方 
 

（１）歳 入 
 
① 町税 

◇町民税 

 個人町民税は、景気の回復を一定程度加算するものの、生産年齢人口の減

少に伴い、全体的には落ち込むものと試算しています。 

◇固定資産税 

 家屋については実績により今後も横ばいを見込んでいます。土地については、

評価額の下落傾向を反映し、減少を見込んでいます。また、償却資産について

は、企業の投資傾向から微増を見込んでいます。全体としては、土地の下落に

よる影響が大きく、減少傾向で試算しています。 

◇軽自動車税 

 普通車から軽自動車への乗り換え傾向による課税台数の増加、低い税額か

ら高い税額へ課税台数が移行する構造的な変化を見込み、増加するものと見

込んでいます。 

◇たばこ税 

 税制改正により加熱式たばこの課税方式が見直されるため、令和８年度のた

ばこ税は増額となるものの、これ以降は人口減少や健康志向の高まりによる

喫煙者の減少が引き続き予想されるため、減少傾向で試算しています。 
 

②地方譲与税 

 地方譲与税は、制度の見直しや景気動向等の不確定要素が大きいものの、令

和７年度当初予算と同額を見込んでいます。 
 

③県税交付金 

 利子割、配当割、法人事業税、ゴルフ場利用税、環境性能割の各交付金につ

いては、景気や人口動向等の影響は受けるものの、令和７年度当初予算と同

額で見込んでいます。株式譲渡所得割と地方消費税は、近年増額傾向にある

ため、直近の令和６年度決算額の実績額を参考に計上しています。 
 

④地方交付税・臨時財政対策債 

 普通交付税は、小中学校再編による学校数の減や国勢調査の人口減少、町

立保育園の民間移行や臨時財政対策債の償還額算入の終了に伴う減少要因

があるものの、物価高騰や新たな財政需要の増額を勘案し、令和７年度当初予

算額と同額を見込んでいます。特別交付税は、後年度の災害状況等による不

確定要素があるものの、普通交付税と同じく令和７年度当初予算と同額を見
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込んでいます。 

 臨時財政対策債は、近年の地方財政対策で発行がないことから、試算の中で

も発行しないこととしています。 
 

⑤国庫支出金・県支出金 

 国庫支出金、県支出金ともに歳出に伴い収入される各事業の負担金、補助金

及び委託金の計上を見込んでいます。 
 

⑥財産収入 

 土地や建物の売却等の予定がないため、同額で見込んでいます。 
 

⑦寄附金 

 直近の実績等を踏まえて増収を見込んでいます。 
 

⑧繰入金 

 基金繰入金は、寄附によるまちづくり基金と地域福祉基金からの繰入金のみ

見込んでいます。特別会計繰入金は、令和７年度当初予算額と同額を見込んで

います。 
 

⑨繰越金 

 令和７年度当初予算と同額の 50,000 千円で試算しています。 
 

⑩町債 

 歳出で試算した普通建設事業等に係る発行見込額を計上しています。 

 

 

（２）歳 出 
 
① 人件費 

職員人件費は、定員管理計画等に基づき、直近の退職人数や採用人数を勘

案して推計しています。令和７年人事院勧告内容までを反映し、令和８年以降

分については、考慮していません。 

保育園の民間移行に伴い、社会福祉協議会に派遣される職員や社会福祉協

議会に転籍する職員については、委託料や補助金または負担金として今後も

町が負担していくこととなるため、この試算上は人件費として計上しています。 
 

②扶助費 

 令和７年度の制度が今後も維持することを前提として試算しています。 

 障害福祉サービス費については利用するサービス内容の変化や利用者の増

加による伸びを見込んでいます。また、児童福祉費については、放課後児童ク

ラブが指定管理者制度へ順次移行することに伴い、増加を見込んでいます。 
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③公債費 

町債の令和６年度までの発行額（令和５年度からの繰越分を含む）と令和７

年度以降の発行見込額を踏まえて試算しています。 

令和６年度の借入時は１０年償還と２０年償還ともに 0.9％程度の実績でし

たが、市場の金利上昇局面を勘案し、以下のとおりの条件で試算しています。 

【資金区分】 民間資金     

【償還期間】 10 年～20 年（施設耐用年数による） 

【 利 率 】 1.5％ 
 

④普通建設事業費 

 今後１０年で想定される町有施設の新増改築及び改修工事を基に推計して

います。 
 

⑤繰出金 

 各特別会計（国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険特別会計）への繰出金

を計上しています。今後は、人口減少と高齢化が一層進むため、後期高齢者医

療特別会計と介護保険特別会計は対象者の増加等を見込んでいます。国民健

康保険特別会計への繰出金は横ばいで推移する見込みで推計しています。 
 

⑥その他 

    ごみ焼却施設の建設は、事業内容及び規模が不透明なため、試算の算入対

象外としています。  
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 今後、人口減少と少子高齢化に起因した社会保障関連経費の増加や施設の老朽化対策・

再編成等による投資的経費の増加に伴う公債費の増加により、各年度において財源不足

が見込まれます。 
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５ 財政運営指針 
 

Ⅰ財政運営の基本的な方針 
さらなる財政の健全化と安定的な財政運営の維持に向けて、以下の項目について重

点的に取組を進めることとします。 

 

◆歳入関係の取組 

◎税収確保の取組 

適正な賦課を行うとともに、税負担の公平性確保のための状況に応じた滞納処分

を積極的に行い、徴収率の向上を図ります。また、若い世代の移住や企業誘致に取り

組み税収の確保に努めます。 

 

◎使用料等の見直し 

使用料等は受益者負担の公平性の観点から、施設の維持管理経費やサービス提供

原価等に基づいた適正な負担となるよう、５年に一度見直しを進めます。 

 

◎ふるさと納税の推進 

税外収入として貴重な財源であることから、引き続き制度の理念に基づきながら

寄附の増加に向けた事業展開を進めます。 

 

◎町有財産の売却・除却の推進 

未利用地や施設の統廃合により廃止された施設を早期に除却もしくは売却、又は

その両方を推進し、維持管理に係るコストの軽減を図ります。 

 

◎新たな歳入の創出 

    既存歳入以外の歳入確保のため、クラウドファンディングやネーミングライツなど

多様化する自治体歳入を研究し、歳入増が期待できるものは、積極的に導入していき

ます。 

 

◆歳出関係の取組 

◎事務事業の見直し 

効率的・効果的な歳出執行のため、全事務事業について点検・見直しを行います。

特に新規事業の実施に際しては、関連する既存事業の縮小・廃止・統合についても一

体的に検討します。 

 

◎施設統廃合の推進 

施設の統廃合を推進し、施設に係る維持管理費を抑制するとともに、施設の老朽

化に伴う改修や更新に係る費用の軽減を図ります。また、事業の推進にあたっては、

国や県の交付金・補助金を最大限に活用し財政負担の軽減を図るとともに、年度負担

の平準化を図るなど効果的な推進に努めます。 
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◎DX の推進 

限られた職員数の中でも、複雑化・多様化し増大する業務量に対応するため、DX

を推進し、業務の効率化と町民サービスの向上を図ります。 

 

 ◎町民参画や民間活力の導入 

「民間で出来ることは民間に」という考えのもと、民間委託や民営化又は町民参画

や民間活力の活用などの可能性を検証し、経費の縮減や行政効果を高める事業につ

いて導入を推進していきます。 

 

◎職員数の適正管理 

  職員数の適正管理や柔軟な職員配置、さらには給与制度の適正化を進めることで

歳出の削減に努めていきます。 

 

◆基金関係の取組 

突発的な災害等における財政上の不測の事態に備えるとともに、今後の施設等の老

朽化対策事業における地方債の償還が想定されることから、財政調整基金の残高維持

と公共施設整備基金の着実な積立てを図ります。 

 

◆地方債関係の取組 

地方債残高の増加は、後年度の公債費の増加につながり財政硬直化の一因となりま

す。今後の施策の推進によっては一時的に大きく増加することも想定されるため、建設

事業に伴う地方債の発行上限額を各年度で３億円とすることを原則としながら、長期的

視点での地方債管理に努めます。 

 

 

Ⅱ指標目標値 
取組を積極的に進め、弾力性のある財政基盤の維持、持続可能な財政運営に向けた財

政基盤の強化を図るため、令和１７年度までの指標目標値を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政指標 
目標値 

（R１７年度末） 

基準値 

（R６年度末） 

財政調整基金残高 10.5 億円以上 12.8 億円 

経常収支比率 91.1％以下 88.6％ 

実質公債費比率 6.8％以下 4.6％ 

将来負担比率 57.1％以下 27.0％ 
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【目標値設定の考え方】 

各財政指標について、令和１７年度末までの目標値の考え方は以下のとおりです。 

 

・財政調整基金残高は、様々な財政運営上のリスクに対応するため、標準財政規模の 

約１5％を目安に確保します。 
 

   R7 標準財政規模 70.1 億円×１５％＝１０．５億円  

 

・経常収支比率は、今後、扶助費、公債費などの義務的経費や公共施設の維持管理経費 

などが増加することから令和７年度以降の比率は上昇する見込みですが、財政運営上、 

一定の弾力性を確保するため、類似団体（※）平均の９1.1％以下に目標を設定します。 

 
※ 類似団体とは、国勢調査をもとにした人口と産業構造（産業別就業人口の比率）によって市町村

を分類し、同じ分類となった全国の市町村を指します。 

 

・実質公債費比率は、今後、投資的経費の増加が見込まれることから数値は上昇していく見

込みですが、公債費の増大は他の行政サービスを圧迫する恐れがあるため、類似団体平

均の 6.8％以下に目標を設定します。 

 

・将来負担比率は、投資的経費の増加による地方債残高の増加や基金残高の減少が見込ま

れ、令和６年度以降は上昇する見込みですが、将来世代への過度な負担を回避するため、

コロナ禍前の５年間（平成２７年度～令和元年度）平均の57.1％以下を目標に設定します。 
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